
(あて先) 厚木市長

年 月 日

暗証番号

電話番号

保・介・年・医・生・学
他（　　　　　　　　　）

本人確認書類（本人）

マ・免・パ・住・経
身・精・療・在・特

保・介・年・医・生・学
他（　　　　　　　　　）

本人確認書類（代理人）

マ・免・パ・住・経
身・精・療・在・特

解除理由
１.個人番号カードが見つかったため
２.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

代理人はどなたですか。

住　所

生年月日

厚木市住　所

氏  名

旧氏
／通称

男 ・ 女性別
明 大 昭 平 令
 
　　　 　　　　年　　　　　月　　　　　日

署名用電
子証明書

シリアル番号 資料の有無 （ 無 ・ 有 ）

一時停止状態となっていたカードを発見し一時停止を解除することに伴い、一時保留状
態の署名用電子証明書を失効させる必要があるため

職員記入欄

□
住民基本台帳用

照合済

令和

個人番号カード一時停止解除届兼

届出人はどなたですか。

署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書失効申請書

氏　名

電話番号

※一旦一時停止状態となった電子証明書は、失効させる必要があるため、再発行を希望される場合は、
　別途申請を行ってください。
※任意代理人が手続を行う場合は、本人宛に照会書を発送するため、手続は１日で完了できません。

本人と
の関係

失効申請等について、該当するものに○を付けてください。また、失効させる電子証明書のシリアル番号を
確認できる資料（ＩＣカード等）をお持ちの場合はその旨と、シリアル番号（不明時は不要）を御記入くだ
さい。なお、ＩＣカードをお持ちの場合は、失効した電子証明書及びその鍵ペアを当該ＩＣカードより消去
いたしますので、あらかじめご了承ください。

電子証明書失効申請

利用者証
明用電子
証明書

シリアル番号 資料の有無 （ 無 ・ 有 ）

一時停止状態となっていたカードを発見し一時停止を解除することに伴い、一時保留状
態の利用者証明用電子証明書を失効させる必要があるため



【添付書類一覧】

1 本人が手続をする場合

（1）本人の個人番号カード

2 法定代理人が手続をする場合

（1）一時停止解除をする個人番号カード

（3）戸籍謄本などの法定代理人であることを証明できる書類

　　（厚木市に本籍又は住民登録があり、法定代理人であることを確認できる場合は不要）

3 任意代理人が手続をする場合

（1）一時停止解除をする個人番号カード

（2）任意代理人の本人確認書類一覧に掲載している「Ａの書類１点」又は「Ｂの書類２点」

※照会書をお持ちいただく際に任意代理人になれるのは、任意代理人となる方の本人確認
書類一覧に掲載している「Ａの書類２点」又は「Ａの書類１点とＢの書類１点」をお持ち
い　ただける方に限ります。

本人確認書類一覧（有効期限内に限る）

/ /

（2）本人の個人番号カードを除く本人確認書類一覧に掲載している「Ａの書類１点」又は
　　「Ｂの書類１点」　＊住民基本台帳用暗証番号の照合ができる場合は必要ありませ
ん。

受付日 受付者

（2）本人の個人番号カードを除く本人確認書類一覧に掲載している「Ａの書類１点」又は
　　「Ｂの書類１点」　＊住民基本台帳用暗証番号の照合ができる場合は必要ありませ
ん。

（4）法定代理人の本人確認書類一覧に掲載している「Ａの書類２点」又は「Ａの書類１点
　　 とＢの書類１点」

処理日 処理者

※本人宛に照会書を発送するため、手続は１日で完了できません。

Ａ

Ｂ

顔写真付きの次の書類に限る

個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、旅券、
運転経歴証明書（交付年月日が平成24年４月１日以降のものに限る。）、
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、
在留カード(16歳以上で顔写真のあるもの)、特別永住者証明書、
一時庇護許可書又は仮滞在許可書

「氏名と住所」又は「氏名と生年月日」が記載されている次の書類に限る

健康保険の被保険者証（令和7年12月2日からは本人確認書類として使用できませ
ん。）、健康保険の資格確認書（資格情報のお知らせは不可）、
介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、学生証、
児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証、民間企業の社員証、
住民名義の氏名及び住所の記載された預金通帳、地方公共団体が交付する敬老手帳、
学校名が記載された各種書類、在留カード(16歳未満で顔写真のないもの)、
海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、
運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、耐空検査員の証、
特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、航空従事者技能証明書、
宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、
官公署がその職員に対して発行した身分証明書、
Ａの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類


